
国際教養大学科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金取扱要綱 
 

平成 19 年 3 月 1 日 

理 事 長 決 定 

細 則 第 1 1 号 

 （趣旨） 

第１条 公立大学法人国際教養大学（以下「本学」という。）における科学研究費補助金

及び学術研究助成基金助成金（以下「科研費」という。）の取扱いについては、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、科学研究

費補助金取扱規程（昭和４０年文部科学省告示第１１０号）、独立行政法人日本学術振

興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領（平成１５年規程第１７号）、独立行政

法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領（平成１５年１

０月７日規程第１７号）独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助

成基金助成金）取扱要領（平成２３年４月２８日規程第１９号）その他法令等に定める

もののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （管理の委任等） 

第２条 科研費の交付を受けた研究代表者及び研究分担者（以下「研究者」という。）

は、その経理、資金管理、諸手続き等（以下「管理」という。）を本学に委任する。 

２ 研究者から委任を受けた科研費の管理に関する事務は、事務局が行う。 

３ 事務局は、学長名義の特定の預金口座に振込まれる複数の研究者に交付される科研費

を、預り金として管理する。なお、預金口座は決済性預金口座とする。 

４ 科研費の管理については、本学の会計規程、金銭出納事務規程及びその他の関連規程

に準じる。 

５ 研究者が科研費を執行しようとするときは、国際教養大学研究費規程（規程第７１

号）に定めるところの、旅費については様式第９号により、物品等については様式第１

０号により請求する。 

６ 研究代表者が本学以外の研究機関（以下「他機関」という。）に所属する研究分担者

に科研費分担金（以下「分担金」という。）を配分しようとするときは、様式第 1号

（1-1）により事務局に依頼を行う。事務局は、様式第 1号（1-2）により他機関に分担

金配分の通知を行う。また、他機関は、様式第 1号（1-3）により事務局に分担金の銀



行振込を依頼する。なお、他機関の研究分担者は、分担金の受領について所属する機関

の長に委任するものとする。 

 （設備等の寄附及び管理） 

第３条 本学は、研究者が科研費のうち直接経費により購入した設備等については、研究

者の寄附を受け入れる。ただし、研究者が他の研究機関に異動する場合には、その求め

に応じて、当該設備等を研究者に返還することができる。また、換金性の高い設備等に

ついては事務局がその管理を行う。 

２ 前項による寄附等は、様式第２号により行う。 

 （間接経費の受入） 

第４条 本学は、研究者が交付を受けた科研費のうち間接経費について、当該研究者から

譲渡を受け入れ、これに関する事務を行う。 

２ 当該研究者が他の研究機関に異動又は補助事業を廃止する場合には、直接経費の残額

の３０％に相当する額の間接経費を当該研究者に返還する。 

３ 前項の譲渡等については、様式第３号～６号により行う。 

 （内部監査） 

第５条 事務局監査室長は、科研費の管理について内部監査を実施する。 

 

 附  則 

 この要綱は、平成１９年３月１日から実施する。 

 附  則 

この要綱は、平成２６年６月１日から実施する。 

 附  則 

  この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

 附  則 

  この要綱は、平成２９年５月１日から実施する。 

 附  則 

  この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

附  則 

  この要綱は、令和元年５月１日から実施する。 

附  則 

  この要綱は、令和２年５月１日から実施する。 
附  則 



  この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 


